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る
図
書
館
は
５４
館
で
１
・
８
％

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。（
平

成
１７
年
度
社
会
教
育
調
査
） 

　
公
立
図
書
館
の
管
理
運
営
委

託
（
指
定
管
理
者
制
度
）
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
一
般
的
と
い
え

る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す

る
場
合
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
理

念
や
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
な
が

ら
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
る
か
な

ど
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ

ト
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
り
、

今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。 

 【
体
育
施
設
】 

（
担
当
課
…
体
育
振
興
課
） 

 

Ｑ
１５
　
Ｂ
＆
Ｇ
の
プ
ー
ル
を
１

年
中
オ
ー
プ
ン
し
て
ほ
し
い
。 

 

Ａ
１５
　
Ｂ
＆
Ｇ
の
プ
ー
ル
に
つ

い
て
は
、
平
成
１９
年
度
か
ら
１

月
、
２
月
を
除
く
期
間
を
営
業

し
て
い
ま
す
。
冬
季
は
利
用
者

が
少
な
い
う
え
、
１
月
、
２
月

は
厳
寒
期
で
燃
料
費
が
か
さ
む

こ
と
な
ど
か
ら
営
業
し
て
い
ま

せ
ん
。
今
後
も
、
当
面
は
現
状

の
営
業
期
間
を
続
け
る
予
定
で

す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。 

【
国
保
病
院
】 

（
担
当
課
…
国
保
病
院
） 

 

Ｑ
１６
　
Ｂ
１
階
の
ト
イ
レ
が
暗

く
、
ト
イ
レ
臭
も
強
く
清
潔
感

が
な
い
の
で
改
善
を
。 

 

Ａ
１６
　
本
年
度
実
施
す
る
改
修

工
事
で
、
ト
イ
レ
環
境
の
改
善

を
行
な
い
ま
す
。 

 
Ｑ
１７
　
小
さ
い
子
ど
も
を
連
れ

て
ト
イ
レ
に
入
る
の
が
大
変
だ
っ

た
。
子
ど
も
と
一
緒
に
入
れ
る

ト
イ
レ
が
で
き
た
ら
う
れ
し
い
。 

 

Ａ
１７
　
本
年
度
実
施
す
る
改
修

工
事
で
、
女
子
用
ト
イ
レ
に
一

箇
所
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
を
設
置
し

ま
す
。 

 

Ｑ
１８
　
洋
式
ト
イ
レ
の
設
置
を
。 

 

Ａ
１８
　
本
年
度
実
施
す
る
改
修

工
事
で
、
外
来
・
一
般
病
棟
と

も
に
、
一
箇
所
洋
式
ト
イ
レ
に

更
新
し
ま
す
。 

 

Ｑ
１９
　
身
体
障
害
者
用
の
駐
車

ス
ペ
ー
ス
に
健
常
者
の
方
が
平

気
で
駐
車
し
て
い
る
。 

 

Ａ
１９
　
既
存
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス

は
３
台
分
で
し
た
が
、
本
年
７

月
に
新
た
に
２
台
分
を
増
設
し
、

５
台
分
を
障
害
者
用
駐
車
場
と

し
て
確
保
し
ま
し
た
。
ま
た
、

院
内
掲
示
板
等
に
よ
り
、
外
来

患
者
の
駐
車
マ
ナ
ー
の
向
上
に

努
め
ま
す
。 

 

Ｑ
２０
　
夜
間
、
休
日
、
時
間
外

い
つ
で
も
子
ど
も
が
診
察
し
て

も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。 

 

Ａ
２０
　
夜
間
、
休
日
、
時
間
外

は
医
師
が
交
代
で
勤
務
し
て
い

ま
す
。
小
児
科
医
が
当
直
の
場

合
は
診
察
が
可
能
で
す
が
、
内

科
医
の
場
合
は
、
０
歳
児
等
の

診
察
は
困
難
な
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
当
院
の
小
児
科
医
は
１

名
の
た
め
、
ご
迷
惑
を
お
か
け

い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。 

 【
保
育
園
】 

（
担
当
課
…
学
校
教
育
課
） 

 

Ｑ
２１
　
保
育
時
間
が
ど
う
し
て

園
に
よ
っ
て
違
う
の
か
。
園
に

よ
っ
て
保
育
料
が
違
う
の
か
。 

 

Ａ
２１
　
町
立
保
育
園
の
開
所
日

及
び
開
所
時
間
は
、
原
則
月
曜

日
か
ら
土
曜
日
の
午
前
７
時
３０

分
か
ら
午
後
６
時
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
土
曜
日
に
つ
い
て
は

希
望
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。 

　
延
長
保
育
は
、
芳
野
保
育
園

と
大
野
保
育
園
で
実
施
し
て
お

り
、
毎
月
６
名
か
ら
２５
名
の
園

児
が
利
用
し
て
い
ま
す
。
他
の

保
育
園
で
も
延
長
保
育
の
実
施

希
望
が
あ
れ
ば
実
施
に
向
け
て

検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
な
お
、
延
長
保
育
の

保
育
時
間
は
午
後
６
時
か
ら
午

後
７
時
ま
で
で
、
保
育
料
は
１

時
間
２
０
０
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

　
保
育
料
は
町
の
費
用
徴
収
規

則
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
保
育

園
ご
と
に
異
な
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
入
園
児
個
々

の
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
や
町
民
税
の
課
税
の
有
無
に
よ
っ

て
費
用
徴
収
規
則
で
定
め
ら
れ

た
徴
収
金
基
準
額
表
に
よ
り
、

階
層
が
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 


